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岡山県市町村総合事務組合職員採用試験 

受験案内 
            
 

１ 募集職種及び採用予定人員      

募集職種 採用予定人員 

一般行政事務職 １名 

※ 岡山県市町村総合事務組合（地方自治法第１条の３の規定による特別地方公共団

体であり、同法第２８４条第１項の規定による一部事務組合）は、県内の市町村等

の次に掲げる事務を共同処理しています。 

 

（１）常勤の職員に対する退職手当に関する事務 

（２）議会の議員その他非常勤の職員に係る公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に

関する事務 

（３）学校（学校教育法第１条に規定する学校をいう。）の非常勤の学校医、学校歯科医及び

学校薬剤師に係る公務上の災害に対する補償に関する事務 

（４）岡山県市町村職員共済組合の組合員である職員に対する福利厚生の増進に関する事務 

（５）非常勤消防団員及び消防作業に従事した者、救急業務に協力した者、水防に従事した者

及び応急措置の業務に従事した者に係る損害補償並びに非常勤消防団員に係る退職報償金

の支給に関する事務 

 

  上記のほか、次の岡山県町村会（地方自治法第２６３条の３の規定に基づき設立

された全国町村会を組織する岡山県内の町村長で構成する団体）の業務。 

（１）町村の事務及び町村長の権限に属する事務の連絡調整 
（２）町村職員等の教養並びに福利厚生に関する事業 

（３）その他目的達成上必要な事項 

 

２ 採用予定日      

原則として令和７年４月１日です。 

 

３ 勤務地    

岡山市北区今二丁目２番１号 岡山県市町村振興センター ４階 
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４ 受験資格 

（１）大学卒業程度の学力を有する者で、平成２（１９９０）年４月２日から平成 

１５（２００３）年４月１日までに生まれた者 

 

（２）次の各号のいずれかに該当する者は、上記（１）に該当する者であっても受験

できません。 

ア 日本国籍を有しない者 

イ  地方公務員法第１６条に規定する欠格条項（次の各項目）に該当する者 

① 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者 

② 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過

しない者 

③ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第６０条から第６３条までに規

定する罪を犯し、刑に処せられた者 

④ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した

政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又

はこれに加入した者 

 

５ 給与等 

  採用された場合の給与は、岡山県市町村総合事務組合職員給与条例等に基づき支給し

ます。 

（参考）令和６年４月1日における一般行政事務職員の大学卒程度初任給は、 

２０２，４００円となっています。 

 

６ 受験の手続 

（１）受付期間  令和６年８月１６日（金）～ 令和６年９月１３日（金）

※ 郵送の場合は、９月１３日の消印があるものまで有効です。 

※ 郵便事故があった場合の責任は負いません。（簡易書留が望ましい。） 

 

 （２）受付時間 ８時３０分～１７時１５分（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

  

（３）提出書類 

   ・受験申込書 

岡山県市町村総合事務組合ホームページからダウンロードしてください。 

http://www.okayama-choson.jp/ 

※ 受付期間、受付時間内には、当組合総務課においても交付（手渡し）します。 

また、希望により、郵送による交付もしますので、当組合総務課までご連絡ください

（「11．お問い合わせ等」参照）。 
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（４）提出先 

    「岡山県市町村総合事務組合 総務課」 

     〒７００－０９７５ 

      岡山県岡山市北区今２－２－１ 

      岡山県市町村振興センター ４階 

     ※ 郵送提出の場合は、角型２号の封筒（Ａ４版が入る封筒）の表面に「職員

採用試験申込書」と朱書きしてください。   

 

（５）受験票の交付 

受験票は、令和６年９月下旬に発送します。 

※ １０月４日（金）を過ぎても受験票が届かない場合は、岡山県市町村総

合事務組合総務課（ＴＥＬ０８６－２４５－４８４４）まで連絡してくだ

さい。 

 

（６）申込みに関する注意事項 

   ア 記入漏れや確認事項がある場合は、電話で連絡させていただくことがあります。 

   イ 記載事項が事実と相違する場合は、合格を取り消すことがあります。 

 

７ 試験日時・試験会場 

試  験 日       時 試  験  会  場  

第一次 
令和６年１０月２０日（日） 

    ９：００～ １２：１０ 
   （遅刻した場合は、受験できません。） 

  岡山県市町村振興センター 

   ５階「れじょんホール」 

   岡山市北区今２－２－１ 
 ※駐車場有り。 

ただし、台数には限りがあります。 

第二次 

 

第一次試験合格者に直接通知します。 

 

  ※ 試験当日は、受験票、筆記用具（ＨＢの鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム）、

時計（携帯電話による代用はできません。）を必ず持参のこと。 

   また、計算機能等付きの腕時計、携帯電話等の試験会場内での使用は禁止します。 

 

８ 第一次試験合格者への通知 

第一次試験合格者には、令和６年１１月５日（火）頃に、履歴書に記載された現住所

に合格通知書を送付するとともに電話連絡をします。（なお、不合格者には通知しませ

ん。） 
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９ 試験の方法    

試  験 種   目 形式・時間 試験の内容 

第一次 

教養試験 
択一式 

１２０分 

・時事、社会・人文、自然に関する一般知識 

・文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関する能力 

適性検査 ４０分 職務遂行に必要な適性についての検査 

第二次 

口述試験 個別面接 

論文試験 与えられた課題についての記述試験 

 

10 最終合格者の決定について 

第一次試験の成績にかかわらず、口述試験と論文試験の合計得点の高い順により決定

します。 

ただし、いずれかの試験種目において、一定の基準に達しない場合は、合計得点にか

かわらず不合格とします。 

 

11 お問い合わせ等 

  岡山県市町村総合事務組合 総務課 TEL：０８６－２４５－４８４４ 

  〒700-0975 岡山市北区今二丁目２番１号 岡山県市町村振興センター４F 

  電子メール：soumu@okayama-choson.jp 

ホームページ：http://www.okayama-choson.jp/ 

 


